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北海道美唄尚栄高等学校 

生徒心得 



 

  

生徒心得 

 この心得は学校生活を通して、高校生活及び今後の社会生活を送る上で必要

な力を身に付け、学校生活がすべての生徒にとって有意義で充実したものにな

るために必要な事項を示すものです。本校生徒として自覚と責任のもと、主体

的に以下の事項に取り組みましょう。 

 

１ 通学について 

 (1)  ８時 35分までに自席に着席し、朝学習を始められるように登校すること。 

  →時間を守って行動することは、社会生活を送る上での基本的なことであるため。 

 (2)  帰りの SHR・清掃活動の後、16 時 3０分までには速やかに下校を完了させる

こと。ただし、生徒会活動、部活動、講習、補習などを放課後に行う場合には、担

当教員の指示に従うこと。 

  →学校の安全管理上、校内でいつ、どこで、誰が、何をしているのかを把握する必

要があるため。 

 (3)  登下校時には、交通安全、不審者対策に細心の注意を払うとともに、列車やバス、

自転車の利用マナーを守ること。 

  →登下校時には、自分の身の安全を確保して行動すると共に、公共の場や乗り物で

は、自分以外の他者が利用することを考えて行動することが求められているため。 

 (4)  自転車通学を行う場合は、保護者を通して自転車通学届けを提出すること。 

  →登下校の安全を確保するため。 

２ 校内生活について 

 (1)  日課に従って、授業規律を守って一生懸命授業に取り組むこと。 

  →社会人になったときに、「自分のやりたいこと」とは関係なく、「やるべきこと」

に一生懸命取り組める力が求められるため。 

 (2)  公共物を大切にし、校内美化に努めること(飴、ガムの持ち込みは禁止)。 

  →みんなで使う物や場所を大切にする態度を養うため。飴・ガムについては、 

   １休み時間に食べたまま、授業中に食べ続けてしまう可能性が高いこと 

   ２落ちてしまったゴミが教室や廊下に放置され、校内美化が保てなくなる可能性

があること 

   １・２については、過去に決まりを守れない生徒が一定数いたことから、厳しく

定めざるを得ない状況もあった。また、未だに禁止されているにもかかわらず、

授業中にガムを食べていたり、廊下にガムの吐き捨てがある現状も散見される



 

状況から、禁止せざるを得ないため。 

 (3)  学校施設や備品を利用したり、校内の掲示物、文書配布、集会、火器使用、校内

での販売、募金等の金銭収受を伴う活動などについては、担当教員の許可を得るこ

と。 

→ 施設設備の維持管理、学校全体の安全管理のため。 

３ 身だしなみについて 

  進路指導の観点から、面接試験に対応できる「高校生らしい身だしなみ」を基本と

する。具体的には以下の通りとする。 

 (1)  服装 

  (男子) 

  ア 本校指定の上着・スラックス・ワイシャツ・ネクタイを着用すること。 

  イ ベルトは制服との調和を考え、黒または茶系色の単色とすること。 

  (女子) 

  ウ 本校指定の上着・スカート（スラックスも可）・ワイシャツ・リボンを着用す

ること。 

  エ スカート丈は、膝頭中央部から膝が隠れる程度とすること。 

  オ ソックスは、制服との調和を考え、黒か紺の単色のハイソックスを着用するこ

と(小さめのワンポイントは認める)。長さについては、すねより長いものとする

こと。ルーズソックスやすねの中心より短いソックスの着用は禁止とすること。 

  カ 黒か肌色のストッキングの着用を認めること(黒色のストッキング着用の場合

はハイソックスを着用しなくてもよい)。また、防寒の目的で黒色ストッキング

の上からソックスを着用する場合は、同一色かつ、くるぶしが隠れる程度の長さ

とすること。 

  (男女共通) 

  キ 指定ベスト、セーターの着用を認めること。 

  ク 制服の改造は禁止とすること。 

  ケ コート類は、上着を着用した状態で、その上から着用できるものとすること。 

  (夏季略装) 

  コ 上着、ネクタイ、リボンの着用を自由とし、ワイシャツの第一ボタンを外すこ

とを認めること。 

  → 本校の制服選定の際に、トンボ学生服と綿密に打ち合わせを行い、「進路活動」

「高校生らしさ」の観点から制服との調和を考えて定めた規程である。ケについ

ては、ビジネスや冠婚葬祭等のフォーマルな場面では上着（ブレザー、ジャケッ



 

ト）の着用が社会通念上のマナーであることから、「上着を着用する習慣」を身

につけるためにも、上着の着用を原則としている。（授業中に上着を脱ぐ際に、

許可を得ることも社会人のマナーの一つである。） 

 (2)  頭髪 

  ア パーマ、染色、脱色、付け毛等の加工は認めないこと。ドライヤーやヘアアイ

ロンの仕様による変色についても、程度によっては改善の対象となること。 

 イ 全校生徒の進路活動の妨げになる髪型は認めない。 

  【頭髪についての尚栄ルール】 

  １ 整髪料で派手にしない 

  ２ ツーブロックは高くしすぎない、過度な薄さにしない 

  ３ 剃り込みはしない 

  ４ 生徒指導部、進路指導部で違反と判断された場合は、ルールや規則に沿ってす

ぐに改善する 

  ５ 守ろう！かなうさ！進路実現！ 

 

  ウ 華美な髪留めや、男子の髪留めは認めないこと。 

  エ 長さについては、男子は目、耳、襟に髪がかからない程度の長さ、女子は前髪

が目にかからない程度の長さとする。 

  →社会が求める「高校生らしさ」をもとに定めた基準である。ツーブロックや加工、

長さについては「華美」とみなされない程度のものもあるが、この「程度」を定

める基準をきめることは現実的に難しい部分が大きい。また、現在生徒心得で規

定しているにもかかわらず、違反する生徒が多数いる状況でこの基準を緩くした

場合、全校生徒の進路活動を妨げてしまう「程度」の身だしなみにつながってし

まう可能性もあることから上記のような基準となっている。なお、イの頭髪につ

いての尚栄ルールについては、２０２１年度のリーダープロジェクトによって全

校生徒で定めた規程である。 

 (3)  その他 

  ア 指輪、ネックレス、ピアス等の装飾品の着用は認めないこと。 

  イ 化粧(色付きリップクリームも含む)、マニキュアや付け爪等の使用は認めない

こと。 

  ウ 眼鏡は華美なものは避け、カラーコンタクトレンズの使用は認めないこと。 

  →社会が求める「高校生らしさ」をもとに定めた基準である。「華美」とみなされ

ない程度のものもあるが、この「程度」を定める基準をきめることは現実的に難



 

しい部分が大きい。イの化粧については、「社会人」としてはある程度求められ

る部分はあるが、「高校生」に化粧をすることを求める風潮はほとんどないこと

から、「高校生としての身だしなみ」としては化粧は必要ないと判断できる。実

際に就職試験で高校生が化粧をしていれば、「高校生らしくない」と判断されて

しまうことも予想される。また、現在生徒心得で規定しているにもかかわらず、

違反する生徒が多数いる状況でこの基準を緩くした場合、全校生徒の進路活動を

妨げてしまう「程度」の身だしなみにつながってしまう可能性もあることから上

記のような基準となっている。 

     

エ 上靴は体育科指定のものとすること。 

→体育の授業で使用し、全体の実技の条件を整えるため。 

  オ 通学時の靴は、安全と制服との調和を考えて、華美なものは避け、ヒールの高

さは３㎝以内とすること(サンダル、スリッパ等での登校は禁止)。 

  →安全と制服の調和の観点から定めている。 

  カ 特別な理由により異装を希望する場合は、事前に「異装届」を提出して許可を

得ることとする。 

  →状況を把握、共有するため。 

  キ 休業日の登校は制服着用を原則とすること。 

  →休業日であっても、通常の学校の活動と同様の扱いであるため。 

  ク  膝かけについては、個人の防寒対策をした上での使用を認めること。教室移動

時・講演会時・集会時、廊下での使用はしないこと。また、保管時、持ち運び時

はきれいにたたむこと。 

  →まずは、通常の身だしなみのなかでできる最大限の防寒対策を取る態度を身につ

けるため。また、外部の方に来ていただいたり、集会等のフォーマルな場面では

正装に準ずる習慣を定着させるため。 

４ 所持品について 

 (1)  身分証明書は校内外を問わず携行すること。 

  →登下校時も含めて、自分の身を守るためにも必要であるため。 

(2)  私物、現金等の貴重品は各自が責任を持って管理し、高価なものや必要以上の現

金は学校に持ち込まないようにすること。 

  →金銭の自己管理ができる力を身につけるため。 

 (3)  学校生活に不必要なものは持参しないこと。 

  →あくまでも学校は「学び」の場であるため、メリハリをつける。 



 

 (4)  スマートフォン・携帯電話は決められた場所・時間帯に必要な場合使用すること

とする。違反があった場合は、一時的に預かり、保護者に取りに来てもらうことと

する。 

  →学業に専念する環境を整えるとともに、集団で生活する上でのマナーを身につけ

るため。 

５ 校外生活について 

 (1)  外出は午後９時までとすること。 

  →美唄市で定められているため。 

 (2)  外泊については、必ず保護者の承認を得るものとすること。 

  →未成年のため。 

(3)  パチンコ店、麻雀荘等の遊技を専門とする施設や北海道青少年健全育成条例で禁

止している施設への出入りは、行動意志の有無にかかわらず禁止とすること。 

 (4)  アルバイトについて 

   ア 保護者、HR 担任と相談の上、「アルバイト届」を必ず提出すること。 

  イ 日常の生活・学習に影響がないこと。 

  ウ 考査一週間前・期間中は禁止とすること。 

  エ  帰宅時間を含み外出許可の午後９時までとし、終了後は速やかに帰宅すること。 

  オ アルバイト開始は、原則として１年次の夏季休業以降とし、経済的に必要な場

合とすること。また、収入は保護者に公開して乱費をしないこと。 

  カ  アルバイトを終了または、中止した場合は速やかに HR 担任に連絡すること。 

  キ  労働基準法で定められた禁止行為に従事しないこと。 

  ク  生活や学習の状況、規定に反する行為があった場合などは、アルバイトを禁止

とする場合があること。 

  →本業である学校生活の充実を促すため 

 (5)  普通自動車運転免許の取得については、３年次の後期中間考査後に所定の手続き

を行った場合に認めることがあること。 

  →本業である学校生活の充実を促すため。 

６ その他 

 (1)  生徒間における金銭・物品の贈与や貸借はしないこと。 

  →未成年同士であることから、トラブルに発展した場合に責任を負うことができな

いため。 

 (2)  高校生としての自覚を持ち、社会の一員としてのマナーを身につけること。 

 (3)  集団生活を意識し、互いの人格を尊重し、理解し合う態度を大切にすること。 


